
　

福岡県公安委員会

旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする一般旅客自
動車運送事業用自動車等の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

深町（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町光正寺１丁目９－２７先

下宇美（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町明神坂２丁目４－１先

下宇美（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町明神坂２丁目１－３２先　

宇美八幡前（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町宇美２丁目２－２２先　

宇美八幡前（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町宇美６丁目１－１先　

宇美町役場入口（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町宇美３丁目１－１先　

宇美町役場入口（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町宇美６丁目１－１先

JR宇美駅 福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目１３－１先

大谷（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町貴船１丁目１４－２０先

大谷（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町貴船２丁目２６－３先

ひばりが丘団地（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘１丁目１３－７先

ひばりが丘団地（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘１丁目１３－７先　

ひばりが丘西口（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘３丁目２－１　

ひばりが丘西口（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘１丁目２１－１０先

井野本村（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町大字井野４０３－１先

井野本村（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町大字井野４１３－８先　

赤井手（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町大字井野２９－３先

　 宇美町における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車
又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

宇美町が運行を依頼した一般
旅客自動車運送事業者による一
般乗合旅客自動車運送事業（道
路運送法施行規則第3条の3第3
号に規定する区域運行に限る。）
の用に供する乗車定員１１人未満
の自動車（通称「のるーと宇美」）
に限る。

最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る運
行時間内に限るものとする。

宇美町地域公共交
通会議において、令和
５年１月１３日合意
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旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする一般旅客自
動車運送事業用自動車等の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

赤井手（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町大字井野５６０－２先

井上（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町大字井野６９６－１７先

井上（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町大字井野６８６－２先

四王寺坂第三（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町四王坂３丁目１２－１０先

四王寺坂第二（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１丁目２２－７先

四王寺坂第一（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１丁目８－５先

四王寺坂（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１丁目３０－１７先

四王寺坂（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１丁目２２－７先

四王寺坂入口 福岡県糟屋郡宇美町原田１丁目５－９先

原田（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町原田３丁目２－２０先

原田（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町原田４丁目１７－１１先

勝田（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町原田４丁目１８－１先

勝田（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町原田３丁目３０－１３先

原田橋 福岡県糟屋郡宇美町原田３丁目３２－２１先

今屋敷（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町障子岳４丁目６－２０先

山の下（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町障子岳３丁目１－１２先

山の下（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町障子岳３丁目１－１２先

下障子岳（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町とびたけ３丁目２０－１８先

下障子岳（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町とびたけ３丁目２０－２２先

　 宇美町が運行を依頼した一般
旅客自動車運送事業者による一
般乗合旅客自動車運送事業（道
路運送法施行規則第3条の3第3
号に規定する区域運行に限る。）
の用に供する乗車定員１１人未満
の自動車（通称「のるーと宇美」）
に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る運
行時間内に限るものとする。

　宇美町地域公共交
通会議において、令和
５年１月１３日合意
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停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項
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極楽寺入口（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町とびたけ４丁目１－１０先

六反田橋（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町宇美東１丁目８－１６先

上の原（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町神武原１丁目６－２０先

上の原（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町神武原２丁目５－１先

神山手団地入口（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町神武原１丁目３－２１先

神山手団地入口（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町神武原２丁目４－６先　

柳原（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町神武原１丁目８－１先

柳原（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町神武原１丁目７－５０先

大名坂（北向き） 福岡県糟屋郡宇美町明神坂３丁目１６－６先

大名坂（南向き） 福岡県糟屋郡宇美町明神坂１丁目１７－１８先

宇美公園前（西向き） 福岡県糟屋郡宇美町明神坂１丁目４６８４－１先　

宇美公園前（東向き） 福岡県糟屋郡宇美町明神坂１丁目４６８４－１先

　 宇美町が運行を依頼した一般
旅客自動車運送事業者による一
般乗合旅客自動車運送事業（道
路運送法施行規則第3条の3第3
号に規定する区域運行に限る。）
の用に供する乗車定員１１人未満
の自動車（通称「のるーと宇美」）
に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る運
行時間内に限るものとする。

　宇美町地域公共交
通会議において、令和
５年１月１３日合意
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